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The 2011 off the pacific coast of Tohoku earthquake caused the extensive damage along the coast of Tohoku 
area facing the Pacific Ocean with tsunami. Not only Tohoku area facing the Pacific Ocean but also any 
coastal areas in Japan are under threat of heavy disasters due to earthquakes and tsunamis. It has been 
clarified that the coastal forestation is effective to reduce the damage due to tsunami by our previous studies 
on the coast of Sendai plain. In this study, a few indexes for effectiveness of the forestation against the 
disaster due to tsunami is deduced from existing data derived by the field investigations and is extended to 
other coastal afforested areas in Japan. 
Key Words: Coastal Forest, Tsunami, The 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake, 
Tôkai-Tônankai-Nankai Earthquake 

 

1．はじめに  

 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によ

る津波で東北地方太平洋沿岸地域は甚大な被害を受けた．

沿岸に整備されていた多くの海岸保全施設も津波により

崩壊したため，現在も復旧，整備が行われている．海岸

保全施設とは，海岸法に定められた海岸保全区域内の海

水の侵入または海水による侵食を防止するための施設で

あり，平成26年度の海岸法改正に伴い，新たに津波対策

として海岸保安林(以下，海岸林と呼ぶ)が海岸保全施設

の一部となった1)．海岸林は，江戸の頃より植樹された記

録も残されており2)，もともとは風害，塩害から内地を守

る目的で植樹され，近年では，沿岸地域での景観の重要

な構成要素の役割も担ってきた．東北地方太平洋沖地震

津波では，海岸林の多くも流失等の被害を受けたが，海

岸法改正での海岸保安林が海岸保全施設への組み込まれ

る根拠となる内陸の被害を低減した事例がいくつか見受

けられた．例えば，後藤ら3),4)は，青森県から宮城県沿岸

の海岸林の被災状況の全体像を把握するとともに，海岸

林が残存した宮城県石巻市ながはま地区を手始めにして，

仙台平野の 15 ヶ所を現地調査の対象地として選定して，

海岸林後背地の家屋の破壊の状況に注目し津波に対する

海岸林の減災効果を検討した．その結果，津波によって

生じた流れに対して，海岸林が少なからず抵抗を与え，

減災効果があったことを示した．同時に，海岸林の被災

状況を首藤が提案した図表5)と比較し，その有用性を再確

認した． 

わが国では，東北地方太平洋沖地震以前から，将来，

発生が予測されている巨大津波を伴う地震が複数存在し

ている6)．また，既存の海岸保全施設のみでは人命，資産

を完全に守りきることが困難なことから，複合的に津波

に対する海岸林の機能を検討することは，津波防災の計

画を立てる上での一助になると考えられる． 

本研究では，著者らの宮城県仙台平野等の海岸林の現

地調査結果の知見に基づき，さらに，縦断的に津波と海

岸林との関係や植栽状況を追加検討し，海岸林の機能に

ついて考察を加えた．また，調査地をわが国で地震津波

の襲来が予測され海岸林が植栽されている東海・東南

海・南海地域を中心に拡大し，現地調査を実施した，す

なわち，予測津波高と地盤高を含む樹高との比較，海岸

林が植栽されている場所の微地形の測量結果，海岸林の

植栽されている地域の土地変遷，海岸林の植栽状況の首

藤の図表 5)による照査により各調査地における海岸林の

津波に対する機能を検討した． 

 

2．調査対象地域と調査方法 

 

本研究では，図-1に示す宮崎県仙台平野の15調査地，

そして，鹿児島県，宮崎県，高知県，島根県，鳥取県，

和歌山県，三重県，静岡県，神奈川県，新潟県，山形県

の71調査地を抽出し，海岸林の調査対象とした．調査対

象地選定にあたり，海岸林背後が比較的平地で家屋等が



存在する場所を条件とした．データの採取は，実際に抽

出した調査地に行き，現地調査を行った．現地調査は，

海岸から内陸に向かっての簡易的な縦断地形に関する測

量，林分調査(樹高，胸高直径，立木密度など)を行い，

海岸林背後の家屋の新旧や土地利用状況を併せて観測し

た．測定には，GNSS，レーザー距離計，測量用ポール，

メジャーなどを用いた．海岸林の津波に対する機能を検

討するために必要な各調査地での津波高については，仙

台平野の場合は，実際の観測値 7)を，仙台平野以外の調

査地では，各自治体が想定する複数のシナリオの地震津

波での予測 8)を参照し，来襲すると考えられているもの

で，最も高い津波高を採用した．また，津波高の記載が

ない場合は，海岸付近での最も高い浸水深を津波高とし

て採用した．地盤高については，現地での簡易な測量結

果および国土地理院の地理情報9)より入手した． 

 

 

3．調査結果 

3.1宮城県仙台平野における海岸林の機能検討  

図-2 は，地盤高 HGと樹高 HFの総和に対する津波高 HT
の比 HT/(HＦ+HG)を樹林帯幅 WFで整理したものである．図

-2に示されるように，HT/(HＦ+HG)＜0.7となり，津波は海

岸林に捕捉され内陸地に侵入したことが確認できる．な

お，地盤高 HGと地盤高を含む海岸林の樹高(HG+HF)の比を

計算した結果，HG/(HG+HF)＜0.25となり，植栽されている

地盤高の割合は樹高に比べて小さく，海岸林により津波

が減勢されたものと推測される．図-3 は，後藤ら 4)によ

って整理された家屋が浸水したものの破壊は免れた家屋

(レベル C)となる領域までの海岸線からの距離xCと WFで

整理したものである．図-3では，考察を深めるために海

岸林の植栽されている縦断地形を分類して整理してある．

すなわち，「(a)海岸線に沿った砂丘等の小高い微地形の

海岸側傾斜面から後背地まで海岸林が連続的に植栽され

ている場合」と「(b)海岸線に沿って砂丘等の小高い微地

形がない場合もしくは小高くなった微地形の前縁部また

は後背地にのみ海岸林が植栽されている場合」とに大別

してある．図-3に示されるように，(a)の場合で樹林帯幅

が300mを越えると海岸林による減災効果が大きかったこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県沿岸(18調査地) 

沼津市①・沼津市②・沼津市③・ 

富士市①・富士市②・富士市③・ 

焼津市①・焼津市②・焼津市③･ 

静岡市駿河区①・静岡市駿河区②・ 

静岡市清水区・磐田市①・磐田市②・ 

浜松市南区・浜松市西区①・ 

浜松市西区②・浜松市東区 

新潟県沿岸(2調査地) 

長岡市①・長岡市② 

鹿児島県沿岸(5調査地) 

志布志市・大崎町・東串良町・指宿市・南さつま市 

鳥取県沿岸(11調査地) 

岩美町・福部超町・湯梨浜町①・ 

湯梨浜町②・北栄町①・北栄町②・ 

米子市①・米子市②・日吉津村①・ 

日吉津村②・境港市 

島根県沿岸(2調査地) 

出雲市①・出雲市② 

三重県沿岸(5調査地) 

津市・明和町・伊勢市・ 

紀宝町①・紀宝町② 

宮城県沿岸(15調査地) 

仙台市宮城野区①・ 

仙台市宮城野区②・仙台市 

若林区①・仙台市若林区②・ 

名取市①・名取市②・名取市③・ 

岩沼市①・岩沼市②・岩沼市③・ 

亘理町①・亘理町②・山元町①・ 

山 町② 山 町③

和歌山県沿岸(8調査地) 

広川町・美浜町・田辺市・ 

白浜町①・白浜町②・白浜町③・ 

串本町・新宮市 

神奈川県沿岸(3調査地) 

平塚市①・平塚市②・平塚市③ 

高知県沿岸 

(9調査地) 

黒潮町①・黒潮町②・大岐町①・ 

大岐町②・高知市・香南市･ 

芸西村①・芸西村② 

安田町 

宮崎県沿岸(4調査地) 

日向市・宮崎市①・宮崎市②・宮崎市③ 

山形県沿岸(4調査地) 

遊佐町・酒田市①・ 

酒田市②・酒田市③ 

図-1 対象とした調査地 

概ね，HT/(HG+HF)＜0.7となっている． 

図-2 相対津波高(HT/(HG+HF))と樹林帯幅WFとの

関係(仙台平野の場合) 

 

○：(a)海岸線に沿った砂丘等の小高い微地形の海岸

側傾斜面から後背地まで海岸林が連続的に植栽され

ている場合と判定されたもの． 

図-3 浸水したものの破壊は免れた家屋までの海

岸線からの最初の距離xCと樹林帯幅WFとの関係 

x C
(m

) 

(a)に関する傾向線 

 

仙台平野と同様に 
海岸林による効果が 

発揮されると考えられる範囲 

図-4 相対津波高(HT/(HG+HF))と樹林帯幅WFとの 

関係(仙台平野以外の場合) 



とが示される．なお，この結果は，原田・今村 10)による

津波軽減の指標として提案された樹林帯幅である200mに

近い値となった． 

以上より，鹿児島県等の調査地については，「①海岸林

の植栽状況」と「②HG/(HG+HF)＜0.25 で HT/(HG+HF)＜0.7

であること」，併せて，従来，著者らによって東北地方太

平洋沖地震津波による被害で海岸林の被災状況を説明で

きることが確認3),4)されている「③首藤の図表」5)，「④海

岸林の植栽された地域の土地変遷」および「⑤海岸保全

施設の有無」を考察材料として追加し，調査地における

海岸林の津波に対する機能について考察を進めることに

する． 

 

3.2 鹿児島県他における海岸林の機能の検討 

仙台平野で検討した結果の考察材料①および②と著者

らの検討結果による考察材料③～⑤をもとに検討した結

果について説明する．図-4は，②に関わる地盤高HGと樹

高HFの総和に対する予測津波高HTの比HT/(HＦ+HG)を樹林

帯幅 WFで整理したものである．なお，予測津波高につい

ては，先述のとおり，複数のシナリオに基づく地震で発

生する津波高の中から最も大きいものを抽出した．なお，

いくつかの調査地においては地盤高より予測津波高が低

いことから，この場合については検討の対象外とした．

図-4に示されるように，調査地の多くで地盤高を含めた

海岸林の樹高(HG+HF)の方が予測津波高 HTよりも高くなり，

津波が海岸林により捕捉されること予想される．しかし

ながら，宮崎県，高知県，和歌山県，静岡県の一部では

HT/(HG+HF)＞0.7 となる調査地ばかりでなく1.0 を超える

場合も散見され対策が必要である．図-5は，③に関わる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首藤の図表5)に，鹿児島県他の調査地で得られた海岸林の

調査結果をプロットしたものである．図-5(a)，(b)は，

津波によって海岸林が受ける被害の程度，図-5(c)は，海

岸林が津波に及ぼす機能を示している．図-5(a)，(b)に

示されるように，宮崎県，高知県，鳥取県，和歌山県，

静岡県の一部の調査地では，津波が襲来した場合，海岸

林の流失，倒壊が懸念されるが，その他多くの調査地で

は海岸林が残存すると予想される．また，図-5(c)に示さ

れるように，海岸林が残存した場合，多くの調査地では，

海岸林による流勢緩和が期待できると判定される．しか

しながら，高知県，和歌山県，静岡県の一部の調査地で

は，海岸林が流失・倒壊し，機能を発揮しないと予測さ

れるため，その他の複合的な減災対策を施すことが望ま

しいと考えられる． 

以上の考察材料②および③の結果とあわせ，①，④，

⑤について検討した結果を整理したものが表 1 である．

すなわち，表-1では，「①海岸林の植栽状況」については，

「海岸線に沿った砂丘等の小高い微地形の海岸側傾斜面

から後背地まで海岸林が連続的に植栽されている場合」

は○(樹林帯幅が 300m 以上であれば◎)，「海岸線に沿っ

て砂丘等の小高い微地形がない場合もしくは小高くなっ

た微地形の前縁部または後背地にのみ海岸林が植栽され

ている場合」は×，「②地盤を含む樹高に対する津波高

(HT/(HG+HF)＜0.7 であること(かつ HG/(HG+HF)＜0.25 であ

ること)」については，条件を満足する場合は○，地盤高

が高いため条件を満足できない場合は△，津波高が高く

条件を満足できない場合は×，「③首藤の図表」について

は，図表全てで満足できる場合は○，図表全てで満足で

きない場合は×としてある．「④海岸林の植栽された地域

の土地変遷」については，後藤ら4)によって「(A)海岸林 
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◎凡例 

：鹿児島県 

：宮崎県 

：高知県 

：島根県 

：鳥取県 

：和歌山県 

：三重県 

：静岡県 

：新潟県 

(a) (b) (c) 

樹林帯に 
ほとんど 
被害無し 

樹林帯内での洗掘・ 
下草繁茂により減勢効果あり 

樹林倒伏なし・ 
漂流物捕捉可能・ 

減勢効果なし 

樹木倒伏あり・ 
減勢効果なし 

漂流物捕捉程度・ 
その他効果なし 

主樹木に 
被害 

樹林帯に 
洗掘が生じる 
程度の被害・ 
減勢効果あり 

樹木無被害 

水に20％の土砂が 
混じった場合の樹木の 

安定限界の提案式 

樹木 
倒伏 

樹木 
折損 

樹木による 
流勢緩和 
効果あり 

樹木に倒伏なし 

樹木倒伏あるも 
漂流物阻止の 

効果あり 

樹木 
折損で 
防備 
効果 
なし 

図-5 首藤の図表との比較 



に概ね変化が見られない場合」・「(B)海岸林の宅地などへ

の土地利用の転換により海岸林が減少している場合」・

「(C)海岸林の成長が見られ空中写真での陰影が疎から

密となっている場合」・「(D)河口位置が固定していなかっ

た河口を導流堤・港の建設によって固定化させたことに

よって生まれた砂地盤の土地へ新たな植栽を行って海岸

林が増加した場合」に分類されていることを利用し，(A)

および(C)の場合は○，(B)の場合は×，(A)および(C)に

(D)の要素が入る場合は△とした．「⑤海岸保全施設の有

無」については，防潮堤などの海岸保全施設の後背地に

植栽されていた海岸保安林は被害が小さかったことから，

階段護岸程度のものであれば△とし，その有無によって

○，×を判定した．  

表-1 に示されるように，5 つの考察材料全てが○と判

定されない調査地が多いが，多くが×と判定される調査

地については，それぞれの状況に応じて追加の減災へ向

けた対策を検討することが望ましい．また，今後，海岸

林を造成する場合，表-1の各項目に留意することで，海

岸林による津波に対する機能向上が期待できるものと考

えられる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. まとめ 

 
本研究では，宮城県仙台平野における調査結果を基に，

東海・東南海・南海地域において巨大地震に伴う津波の

襲来が予想される鹿児島県，宮崎県，高知県，和歌山県，

三重県，静岡県，神奈川県を中心として，やはり，大き

な地震の発生が懸念される島根県，鳥取県，新潟県，山

形県も合わせた沿岸地域を対象に現地調査を行い，海岸

林の津波に対する機能を検討したものである．主要な結

論を以下にまとめる． 

① 宮崎県仙台平野に襲来した津波では，津波高に対して

地盤高を含めた海岸林の樹高が0.7未満となり，津波

が海岸林に捕捉されるとともに，津波によって生じた

流れが樹林帯内を通過し減勢され内陸に侵入したこ

とが確認された(なお，地盤高を含めた樹高に対する

地盤高の比率は0.25未満であった)．また，海岸林の

植栽状況に注目した結果，海岸線に沿った砂丘等の小

高い微地形の海岸側傾斜面から後背地まで海岸林が

植栽されている場合には内陸への津波の侵入が低減 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    津波被災減災 

        ファクター 

場所 

① ② ③ ④ ⑤ 

鹿
児

島
県

 

志布志市 ○ △ ○ △(C・D) △(港湾) 

大崎町 ◎ △ ○ ○(C) ×(なし(砂浜)) 

東串良町       △(C・D) △(港湾と護岸) 

南さつま市       ○(A) ×(なし(砂浜)) 

指宿市 ○ ○ ○ △(B) ○(防潮堤) 

宮
崎

県
 

日向市 ○ △ ○ △(C・D) △(階段護岸) 

宮崎市① ◎ × ○ ○(C) △(階段護岸) 

宮崎市② × × ○ ○(C) △(道路と砂浜) 

宮崎市③ ◎ × ○ ○(C) ○(防潮堤・ブロック・護岸) 

高
知

県
 

黒潮町① × × × ○(A) ×(なし(砂浜)) 

黒潮町② × × ○ ○(A) ×(なし(砂浜)) 

大岐町① ○ × ○ ○(A) ×(なし(砂浜)) 

大岐町② ○ △ ○ ○(A) ×(なし(砂浜)) 

高知市 × △ ○ ○(C) ○(防潮堤・一部護岸) 

香南市 × × ○ △(B) △(階段護岸・砂浜) 

芸西町① × △ ○ △(B) ○(防潮堤・砂浜) 

芸西町② × × ○ △(B) ○(防潮堤・砂浜) 

安田町 ○ △ ○ △(B) ○(防潮堤・砂浜) 

島
根

県
 

出雲市① ◎ ○ ○ ○(C) ×(なし(砂浜)) 

出雲市②       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

鳥
取

県
 

 

岩美町 × ○ ○ ○(A) △(港湾) 

福部町 × △ ○ ○(C) ×(なし(砂浜；堆砂垣有り)) 

湯梨浜町① × ○ ○ △(C・D) ×(なし(砂浜)) 

湯梨浜町② × ○ ○ △(B) ×(なし(砂浜)) 

北栄町① × ○ ○ ○(C) ×(なし(砂浜)) 

北栄町② × ○ ○ △(B) ×(なし(砂浜)) 

米子市① × ○ × ○(C) ○(防潮堤・砂浜) 

米子市② × ○ ○ △(B) ○(防潮堤・砂浜) 

日吉津村① × ○ ○ ○(A) ○(防潮堤・砂浜) 

日吉津村② × ○ ○ △(B) ○(防潮堤・砂浜) 

境港市 × ○ ○ △(B) ×(なし(砂浜)) 

和
歌

山
県

 

広川町 × ○ × ○(C) △(港湾) 

美浜町 × △ ○ ○(C) ×(なし(砂浜)) 

田辺市 × △ × ×(B) △(階段護岸・砂浜) 

白浜町① × ○ ○ △(C・D) ○(防潮堤・砂浜) 

白浜町② × × × ○(A) △(階段護岸・砂浜) 

白浜町③ × × ○ ○(C) ○(防潮堤・ブロック・砂浜) 

 

     津波被災減災 

         ファクター 

 場所 

① ② ③ ④ ⑤ 

和
歌

山
県
 

串本町 × × × ○(A) ×(なし(砂浜)) 

新宮市 × × ○ ○(A) ○(防潮堤・砂浜) 

三
重

県
 

津市       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

明和町 × ○ ○ ○(C) ○(防潮堤) 

伊勢市 ○ ○ ○ ○(A) ○(防潮堤・砂浜) 

紀宝町① × △ ○ △(B) ○(防潮堤・砂浜) 

紀宝町②       ○(A) ○(防潮堤・砂浜) 

静
岡

県
 

沼津市① ○ △ ○ ○(A) ○(防潮堤・砂浜) 

沼津市② ○ △ ○ ○(A) ○(防潮堤・砂浜) 

沼津市③       ○(A) ○(防潮堤・砂浜) 

富士市①       ○(C) ○(防潮堤・砂浜) 

富士市②       ○(A) ○(防潮堤・公園・砂浜) 

富士市③       ×B ○(防潮堤・砂浜) 

焼津市① × ○ ○ △(A・D) ○(防潮堤・砂浜) 

焼津市② × × × △(A・D) ○防潮堤・ブロック) 

焼津市③ × ○ ○ ○(A) ○(防潮堤) 

静岡市駿河区① × △ ○ ○(A) ○(港湾・防潮堤) 

静岡市駿河区② × × ○ ○(A) ○(防潮堤・ブロック) 

静岡市清水区       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

磐田市① ○ △ ○ △(A・D) △(港湾) 

磐田市② × △ ○ △(A・D) ×(なし(砂浜)) 

浜松市南区 ○ × ○ ○(C) ×(なし(砂浜；堆砂垣有り)) 

浜松市西区① × × ○ ○(C) △(道路・砂浜) 

浜松市西区② × × × ×(B) ○(防潮堤・砂浜) 

浜松市東区 ○ × ○ △(C・D) ○(防潮堤) 

神
奈

川
県

 

平塚市①       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

平塚市②       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

平塚市③       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

新
潟

県
 

長岡市① ○ ○ ○ ○(C) ×(なし(砂浜)) 

長岡市② ○ ○ ○ ○(C) ×(なし(砂浜)) 

山
形

県
 

遊佐町       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

酒田市①       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

酒田市②       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

酒田市③       ○(C) ×(なし(砂浜)) 

 ※灰色に着色してある箇所は津波高よりも地盤高の方が高い調査地で

あることを意味する． 

表-1 各考察材料による判定結果  



されていることを示した． 

② 鹿児島県他の調査対象地では，予測津波高が地盤高を

含めた海岸林の樹高に対して仙台平野の場合と同様

に小さくなる場合が多数存在し，予想される津波は海

岸林の樹林帯内を通過し，内陸に侵入すると予測され，

仙台平野と同様に海岸林による機能が発揮されるも

のと考えられる．しかしながら，宮崎県，高知県，和

歌山県，静岡県の一部では地盤高を含む樹高よりも予

想される津波高が高いことから，さらなる減災対策を

施すことが望ましい． 

③ 各調査地での調査結果を首藤の図表5)と比較すると，

宮崎県，高知県，鳥取県，和歌山県，静岡県の一部の

地域では，海岸林の流失・倒壊が懸念されるが，流失・

倒壊せず残存した場合，予想される津波に対して，海

岸林が機能を発揮すると考えられる．しかし，高知県，

和歌山県，静岡県の一部では，海岸林による津波に対

する機能が期待できないと考えられるため，海岸林に

頼らない対策を施すことが望ましい． 

④ 各調査地の海岸林の津波に対する機能について，上記

①～③を基にして表-1に示す提案を行った．今後，海

岸林の津波に対する機能を考慮し海岸林を造成する

場合，本研究の結果による知見は，その一助となると

考えられる． 
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